
 

 

 

 

 

 

 

 

熱中症予防のため、住民等が暑さをしのぐ一時的な避難施設「いわくら涼みどこ

ろ」に協力していただける市内の事業者、団体等の施設を募集します。 

 

 

 

①店舗や施設の一部を、暑さから一時的に避難できる休憩所として無料で開放し

てください。 

※営業時間内で施設を開放していただければ結構です。営業時間の延長や、 

避難者に対し特別な支援やサービスを求めるものではありません。 

 

②「いわくら涼みどころ」の目印となるポスターを掲示していただきます。 

 

 

 

令和８年４月 22日（水）から 

令和８年 10月 21日（水）まで 

※期間中、必ず冷房機器を稼働していただく必要 

はありません。気温にあわせて稼働をお願いします。 

 

 

 

①岩倉市内の民間施設であること 

②適当な冷房設備があること 

 

 

 

別紙「いわくら涼みどころ申出書」を 

岩倉市環境政策課に提出。（メール、FAXおよび郵送可） 

 

 

 

随時募集しています。 

        

 

にご協力いただける施設を募集します！ 

い わ く ら 涼 ど こ ろ み 

募集期間 

 

岩倉市市民協働部環境政策課（〒482-8686 岩倉市栄町一丁目 66番地） 

電 話：0587-38-5808  メール：kankyouseisaku@city.iwakura.lg.jp 

F A X：0587-50-0365 

問 合 せ 先 

いわくら涼みどころポスター 

申込方法 

要  件 

実施期間 

協力内容 

要  旨 
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